
 

婚姻届の記載例 

たかまつ      たろう 
 

高松    太郎 
10   12  24 

かがわ      はなこ 
 

香川    花子 
 

 

10    12   24 
 

11    1    10 

香川県高松市番町１丁目 

8  1-10 松ハイツ 

 高松 一郎 

高松 一郎 

8 番 1－10 号 松ハイツ 

8  1-10 松ハイツ 

 高松 一郎 

高松 一郎 

香川県高松市木太町 

8  1-10 松ハイツ 

 高松 一郎 

高松 一郎 

3480 番地２ 

京都府京都市北区北町 

8  1-10 松ハイツ 

 高松 一郎 

高松 一郎 

138 

8  1-

10 松ハイツ 

 高松 

一郎 

高松 

一郎 

香川県高松市木太町 

8  1-10 松ハイツ 

 高松 一郎 

高松 一郎 

3480   ２ 

香川 太郎 

高松  二郎 

高松  二子   二 

高松  一郎 

8  1-10 松ハ

イツ 

 高松 一郎 

高松 一郎 

高松  一子 

8  1-10 松ハイツ 

 高松 一郎 

高松 一郎 

香川 太郎 

 

〇   5   10 

 

５    5  

0 

高 
松 

連絡先   昼 間 連 絡 が と れ る 電 話 番 号 を 記 入
080 1111 1111 

8  1-10 松ハ

イツ 

 高松 一郎 

証人  
成人２名の証人が必要 

 

 三木   三郎 

 

 三木   三子     
 

三 
木 

 

15    12   24 

香川県高松市円座町          1622   ２ 

8  1-10 松ハイツ 

 高松 一郎 

高松 一郎 

住所  
・婚姻届と同時に住所変更し、平日開庁時間内に
届出の場合は、新しい住所を記入 

・休日・夜間窓口は、住所変更の受付ができない
ので、後日住民異動届の手続きが必要 

・転入は、転出証明書が必要 

高松 一郎 

8  1-10 松ハ

イツ 

 高松 一郎 

高松 一郎 

窓 口 へ 提 出 す る 日 を 記 入 
（ 届 出 日 が 婚 姻 日 ） 

高松 太郎 香川 花子 

 

３０    ３   ３ 

香川県高松市紺屋町 

１０番地４ 

香川県高松市紺屋町 

１０番地４ 

香川県高松市紺屋町 

１０  ４ 

香川県高松市紺屋町 

１０  ４ 

新本籍  
・選 択 し た 氏 の 方 が 既 に 筆 頭 者 の 場 合 は 、新 本 籍 は 記 載 不 要 
・新 本 籍 は 、実 在 す る 土 地 の 地 番（ 番地 ）又 は 住 居 表 示 の 街 区 符 号 
の 番 号（ 番 ）ま で で す。（ 何 号 や マ ン シ ョ ン 名 は 含 み ま せ ん 。 ） 

届出人   署名は必ず本人が婚姻前の氏名を自署してください（押印は任意） 

番町 和子   長 

婚姻後の 

夫婦の氏 

婚姻後にどちら

の氏を称するか

選択し、☑をつ

けてください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夫の氏の場合 

☑夫の氏 

□妻の氏 

妻の氏の場合 

□夫の氏 

☑妻の氏 

夫妻の職業   ※国勢調査の年度のみ記入 

別紙「職業例示表」を参照し、番号又は職業分類名を記入 


